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第１章 試験および受験資格 

（目的・適用範囲） 

第１条 この試験規則はコミュニティ福祉学部が展開するコミュニティ福祉学部専門教育

科目に適用する。この規定に定めのない事項については、「立教大学試験実施全学共通規定」

による。 

２ 削除 

 

第２条 削除 

第 3 条 削除 

 

（追試験） 

第 4 条 病気その他やむを得ない事由により，定期試験を受験することができなかった者に

は，追試験を実施することがある。追試験の実施要領に関する細則は別にこれを定める。 

 

第５条 削除 

第６条 削除 

第７条 削除 

 

第２章 全文削除 

 

第３章 全文削除 

 

 


